
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日   時 主な内容・形式 

事 前 

説明会 

５/１（木） 

10:00～12:00 

講習の概要、シルバー人材センター
の除草について説明 
先輩会員との面談 

１ 
５/14（水） 

10:30～15:30 

講習オリエンテーション 
初めての就業（準備） 
シルバー人材センター入会説明会 

２ 
５/19（月） 

10:00～16:00 

除草について 
現場見学実習説明 
除草実習①名古屋市西区役所 

３ ５/26（月） 
10:00～16:00 

除草実習②名古屋市西区役所 

４ 
5/27（火）～ 6/13
（金）の間で講習日
を除く 1日 

一般家庭、公共施設等に 
おける現場見学実習 

５ 
６/２（月） 

10:00～16:00 
除草実習③名古屋市美術館 

６ 
６/16（月） 

10:00～15:00 
除草の仕事の概要、安全就業に
ついて、就業相談 

※講師：名古屋市シルバー人材センター支部推薦会員 

※カリキュラムは都合により変更する場合があります。 

 

 

 ★対 象 次の要件をすべて満たす方 

①名古屋市内在住で５８歳以上 
 （※令和７年５月１４日時点） 

②すべての日程を受講できる 

③５月１日の事前説明会（裏面参照）に出席できる 

④名古屋市シルバー人材センターで、除草の会員として

就業できる（※シルバー人材センター未入会の方につい

ては、講習初日に入会手続きを実施します） 

★定 員 ２４名  

★費 用 ３，０００円 

★場 所  

名古屋市高齢者就業支援センター、 

名古屋市西区役所、名古屋市美術館 

★講習カリキュラム 

 お問い合わせ・お申込み先 名古屋市高齢者就業支援センター  

〒４６６－００１５ 名古屋市昭和区御器所通３丁目１２番地１  

電話０５２－８４２－４６９１  ＦＡＸ０５２－８４２－４８９４  

 ※営業時間 休祝日を除く月～金曜日の午前９時～午後５時。 

事
前
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除草(手作業)従事者養成講習 募集要項 
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★下記へ必要事項をご記入のうえ、高齢者就業支援センターへお送りください。 
★郵送・持参の場合は、表面と裏面の内容について控えをお取りください。 

★いただいた情報は、講座の開催案内及び運営等に利用します。それ以外の目的に利用または第三
者に提供することはありません。 

★この申込みは事前説明会に参加するためのものです。受講を決定するものではありません。 
 
 

講 習 名 
令和７年度 名古屋市高齢者就業支援センター  生きがい就業支援講習 

除草(手作業)従事者養成講習（事前説明会） 

ふりがな  

年齢 

令和７年５月１４日で 

 

歳 氏  名 
 

電話番号 
 

ＦＡＸ番号 
（ＦＡＸでお申し込みの場合はご記入ください） 

住  所 
〒   － 
 
名古屋市    区 

●除草講習のカリキュラムを全日程受講できますか？（日程はチラシ表面を参照） 

 Ａ．全日程受講できる  Ｂ．わからない  Ｃ．都合の悪い日がある（  月  日） 

●この講習をどこで、または誰からお知りになりましたか？ 

 
Ａ．広報なごや Ｂ．生涯学習なごや Ｃ．民生なごや Ｄ．友人・知人・家族 Ｅ．図書館 

Ｆ．生涯学習センター  Ｇ．区役所  Ｈ．シルバー人材センター I．その他(      ) 

 

 

送付先：名古屋市高齢者就業支援センター 

ＦＡＸ：０５２－８４２－４８９４ 

事前説明会に出席しないと受講申込みができません（代理出席不可） 

１ 事前説明会の参加（参加必須） 

令和７年５月１日（木）午前１０時開始～１２時ごろ終了予定（受付：午前９時３０分～） 

場所：名古屋市高齢者就業支援センター ５階大会議室 

２ 事前説明会参加の申込み（申込み必須） 

令和７年４月２１日（月）までに電話、ＦＡＸ、郵送（必着）、当センターのホームページ、 

名古屋市電子申請でお申し込みください（定員 96名）。 

※申込み締切後、４月末日までに説明会のご案内を郵送します。 

３ 説明会後、受講申込み  

説明会に参加し、説明を聞いて納得した方のみ、その場で「受講申込み」を受け付けます。 

４ 受講決定（抽選） 

事前説明会での受講申込者が定員超過の場合、抽選で決定します。 

当選者のみに郵便で５月１２日（月）までに通知予定です。 

除草(手作業)従事者養成講習 受講申込方法 

この事前説明会に出席しないと受講申込みができません（代理出席不可） 


